
埋蔵文化財発掘調査事業に係る人力掘削等業務委託仕様書 

 
１ 事業名    埋蔵文化財発掘調査事業に係る人力掘削等業務 

 

２ 業務の目的  本業務は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に基づいて和歌山市が実

施する周知の埋蔵文化財包蔵地等における試掘確認調査等を行う際の、人力掘削等

の作業を行うものである。 
 

３ 業務範囲   本業務の対象となる箇所は、和歌山市埋蔵文化財包蔵地所在地図に示す周知の埋

蔵文化財包蔵地等とする。 
         ※和歌山市埋蔵文化財包蔵地所在地図については、和歌山市役所文化振興課のホ

ームページで確認できます。 

 

４ 業務の期間  本業務の期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 

 

５ 業務の特殊性 本業務の文化財調査という性格を踏まえ、受注者は地方公共団体が行う埋蔵文化

財の発掘調査の作業受託経験を有するものとする。 

 

６ 委託内容   本業務は、和歌山市の担当者（以下、担当者とする）の指示により、発掘調査等

における人力掘削等の作業を実施するものである。その内容は以下のとおりとする。  

なお、契約期間内において、人力掘削等業務は４５人を予定する。ただし、委託回

数は増減することがある。また、実施日については事前に通告する。 
作業員は１日あたり最大３人出すこととする。ただし調査面積や調査内容によっ

て人数は増減することがある。 
（１）担当者の指示に従い遺構検出、遺物包含層や遺構、サブトレンチの掘削、図化作業の補助等

を実施する。 

①１日の１人あたりの人力掘削作業は遺物包含層・遺構検出・遺構掘削作業を含み 0.9 ㎥程度

とする。 
②図化作業の補助はレベルを読むことやトータルステーションのミラーを持つ等の作業を指す。 

（２）受注者は発掘調査道具（草削り、手箕、スコップ、鋤簾等）を持参することとする。 

（３）ブルーシートや土のう袋は、調査区を保護するために必要な分を用意すること。なおブルー

シートは状況に応じて土置き場に使用する場合もある。 

（４）調査区が深く下りるのが困難と判断される場合は、ハシゴを用意すること。 

（５）遺構面の乾燥を防ぐため、散水用の水やじょうろを用意すること。 

（６）調査地により水が湧き出て調査が出来ない状態になるため、その場合は排水用ポンプや柄杓、 

吸水スポンジ、バケツ等の必要な道具を用意し排水作業を行う。 
（７）業務の実施日については、少なくとも実施日の１週間前には発注者から指定する。受注者は 

指定された日に、業務を実施すること。 
（８）業務実施にあたり、作業車などの駐車スペースが別途必要となった場合には受注者で用意し、 

自車の管理及び責任は受注者で負うことする。 

 
７ 業務の注意事項 作業員は埋蔵文化財の発掘調査の経験があるものを最低１人は出すこととする。 
 



８ 安全対策     関係者以外が立ち入らないよう、調査地に囲さく（A 型バリケード・トラロ

ープ等）を設置し、安全対策の措置を講ずることとする。問題が生じた場合に

は対応にあたること。 
 
９ その他      本業務の遂行にあたって疑義が生じた場合には、速やかに和歌山市の担当者

と協議すること。 
 
 
 
10 疑義の質問について  

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明を

求めることができる。質問事項は文書で担当課長あて提出すること。 
締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及び

日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

なる場合はその前日とする。）の１７時までとする。 
なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山市

ホームページ入札・契約情報画面において公開するものとする。 
 
 



埋蔵文化財発掘調査事業に係る人力掘削等業務委託契約書 
  
和歌山市（以下「発注者」という）と     （以下「受注者」という）は、人力掘削等

業務について、次のとおり委託契約を締結する。 
 （委託業務） 
第１条 発注者は、埋蔵文化財発掘調査事業に係る人力掘削等委託業務（以下「委託業務」とい

う。）の処理を受注者に委託し、受注者はこれを受託するものとする。 
 （契約期間） 
第２条 この契約の期間は、契約締結日から令和９年３月３１日までとする。 
 （委託業務の処理方法） 
第３条 受注者は、別紙仕様書の内容に従って委託業務を処理しなければならない。 
 （委託金） 
第４条 委託金の額（消費税及び地方消費税分を除く。）は、下記記載のとおりとする。 

請 求 単 位 料 金 
人力掘削等業務 １人につき        円 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 
第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡等により、承継させては

ならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 
 （再委託等の禁止） 
第６条 受注者は、業務委託の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、委託業務の一部の処理についてあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合

は、この限りでない。 
 （委託業務の調査等） 
第７条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況について調査を行い、若し

くは受注者に対して報告を求め、又は受注者に対して委託業務の処理に関して必要な指示を与

えることができる。 
 （業務内容の変更等） 
第８条 発注者は、必要がある場合は、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止する

ことができる。この場合において、委託金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注

者受注者協議して書面により定めるものとする。 
２ 発注者は、前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。この場合において、賠償金の額は、発注者受注者協議して定める。 
 （契約期間の延長） 
第９条 受注者は、その責に帰することができない理由その他の正当な理由により契約期間内に

委託業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした

書面により契約期間の延長を求めることができる。この場合において、延長日数は、発注者受

注者協議して書面により定めるものとする。 
 （損害の負担） 
第１０条 委託業務の処理に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下この項に

おいて同じ。）は、受注者が負担するものとする。ただし、発注者の責に帰すべき理由により

生じた損害は、発注者が負担する。この場合において、発注者が負担すべき額は、発注者受注

者協議して定める。 
２ 発注者は、委託業務の処理に関して発生した事故により受注者の従業員が受けた損害につい

ては、一切の責任を負わないものとする。 
 （履行遅滞に係る遅延賠償金等） 



第１１条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により契約期間内に委託業務を完了することが

できない場合において、契約期間後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、受注者から

遅延賠償金を徴収して契約期間を延長することができる。 
２ 前項の遅延賠償金の額は、委託金額につき、遅延日数に応じ、年３．０パーセントの割合で

計算した額とする。 
３ 受注者は、発注者の責に帰すべき理由により第１３条第２項の規定による委託金の支払が遅

れた場合は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算した額の

遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 
 （確認） 
第１２条 受注者は、令和９年３月３１日に日数・員数を算出し、発注者の確認を求めなければ

ならない。 
２ 受注者は、前項の確認の結果補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正後そ

の旨を発注者に通知し、発注者の確認を求めなければならない。 
 （委託金の支払） 
第１３条 委託金の支払いは年度末１回支払いとし、支払いは前条の規定による確認を受けた後、

発注者に対して、委託金の支払を請求するものとする。 
２ 発注者は、前項の支払請求を受けたときは、その日から３０日以内に委託金を受注者に支払

わなければならない。 
 （発注者の解除権） 
第１４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 
（１）その責に帰すべき理由により契約期間中委託業務を継続して処理できる見込みがないと明

らかに認められるとき。 
（２）正当な理由がないのに委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。 
（３）第１９条第１項に規定する個人情報取扱特記事項を遵守していないと認められるとき。 
（４）第２０条第１項に規定する和歌山市情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」とい

う。）を遵守していないと認められるとき。 
（５）前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約を誠実に処理する意思がないと認められ

るとき。 
（６）第１６条第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 
２ 前項の規定により契約を解除した場合において、発注者に損害を生じたときは、受注者はそ

の損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者受注者協議して定めるものとする。 
３ 発注者は、第１項の規定により契約を解除した場合は、委託業務の既に処理された部分につ

いて、確認の上、その部分に相応する委託金を受注者に支払わなければならない。 
４ 第１項の規定により契約が解除されたときは、受注者は委託金額の１００分の１０に相当す

る額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 
第１５条 発注者は、契約期間中、前条第１項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を

解除することができる。 
２ 第８条第２項及び前条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 
 （受注者の解除権） 
第１６条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 
（１）第８条第１項の規定により委託業務の内容を変更したため委託金額が３分の２以上減少し

たとき。 
（２）第８条第１項の規定による委託業務の一時中止期間が契約期間の１０分の５（契約期間の

１０分の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。 



２ 第１４条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除された場合に準用する。 
 （賠償金等の徴収） 
第１７条 発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する

期間内に支払わないときは、発注者が受注者に支払うべき委託金と相殺し、なお不足のあると

きは追徴する。 
 （秘密の保持等） 
第１８条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 受注者は、委託業務の処理過程において作成した記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、又

は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 
 （個人情報取扱特記事項の遵守） 
第１９条 受注者は、委託業務の履行に当たっては、別記の個人情報取扱特記事項を遵守しなけ

ればならない。 
２ 発注者は、受注者が前項の規定に違反して個人情報の取扱いをしていると認めたときは、受

注者の氏名及び住所並びに当該違反事実の公表をすることができる。 
 （和歌山市情報セキュリティポリシーの遵守） 
第２０条 受注者は、委託業務の履行に当たっては、和歌山市情報セキュリティポリシー（以下

「ポリシー」という。）を遵守しなければならない。 
２ 受注者は、この契約による事務を履行するに当たり、ポリシーで規定する重要情報資産を取

り扱う際には、当該情報が個人情報に該当しない場合においても、個人情報とみなして第１９

条に規定する別記の個人情報取扱特記事項を遵守すること。 
 （暴力団等排除に係る解除） 
第２１条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 
（１）受注者の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、そ

の他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあっ

てはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる者がいる

と認められるとき。 
ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。 ）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら、組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行

う者をいう。以下同じ。） 
（２）受注者の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実

質的に関与していると認められるとき。 
（３）受注者の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若

しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以下同

じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 
（４）受注者の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは

運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴

力団の維持運営に協力し、又は関与しているとみと認められるとき。 
（５）受注者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 
（６）受注者の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りなが

ら、これを利用するなどしていると認められるとき。 



（７）受注者が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察

への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた発注者の損害

の賠償を受注者に請求することができる。 
３ 発注者は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じても、

その責めを負わないものとする。 
（談合等不正行為に係る発注者の解除） 
第２２条 受注者が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することが

できる。ただし、その事由が発注者の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 
（１）公正取引委員会が、この契約に関し、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該措置命令

が確定したとき。 
（２）公正取引委員会が、この契約に関し、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第６２

条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」とい

う。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消

された場合を含む。）。 
（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が受注者

又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われた

ときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）を行った場

合において、受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた

とき。 
（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったとされ

た期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該

期間（これらの命令に係る事件について、受注者に対する納付命令が確定したときは、当該

納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。）に入札等

（見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分

野に該当するものであるとき。 
（５）受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った

行為について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁

止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 
２ 受注者は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、

賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれか多い額

を発注者に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事由に該当

した場合も同様とする。 
３ 発注者は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じても、

その責めを負わないものとする。 
 （補則） 
第２３条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、必要に応じて発注者受

注者協議して定める。この契約の締結を証するため、契約書を２通作成し、双方記名押印の上、

各自１通を保有する。 
 
 
             



令和８年  月  日 
 
 

発注者 和歌山市七番丁２３番地 
和歌山市 
和歌山市長 尾花 正啓 

 
 

        
受注者  

              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記  

個人情報取扱特記事項  

 

（基本的事項） 

第１ この契約により、和歌山市（以下「発注者」という。）から事務の委託を受けたも

の（以下「受注者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による

事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律そ

の他個人情報に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個

人情報を適正に取り扱わなければならない。  

（従事者等の明確化） 

第２ 受注者は、この契約に係る事務の管理責任者及び事務に従事する者（以下「この契

約に係る事務に従事する者等」という。）並びにこの契約に係る個人情報を取り扱う場

所（以下「作業場所」という。）を明確にし、発注者から求めがあったときは、発注者

に報告しなければならない。 

（適正な管理） 

第３ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その

他の事故を防止するため、個人情報の取扱いをこの契約に係る事務に従事する者等に限

定し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）この契約に係る事務を処理するために発注者から貸与を受けた、又は受注者が収集

し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（以下「個人情報が記録

された資料等」という。）について、発注者から求めがあったときは、記録を作成す

ること。 

（２）個人情報が記録された資料等は、この契約に係る事務に従事する者等以外の者が利

用できないよう、施錠等管理すること。 

（３）その他個人情報の管理のために必要な措置を講じること。 

（教育の義務） 

第４ 受注者は、この契約に係る事務に従事する者等に対し、この特記事項の遵守に必要

なこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用されること等個人情報の保

護に関して必要な教育を行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第５ 受注者は、この契約に係る事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはなら

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（受託目的以外の利用等の禁止）  

第６ 受注者は、この契約に係る個人情報を当該事務以外の目的に利用し、又は第三者に

提供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾をあらかじめ得た場合又は発注

者の指示があった場合は、この限りでない。  

（複写又は複製の禁止） 

第７ 受注者は、この契約に係る事務を処理するに当たって、発注者から貸与された個人

情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者の書面に

よる承諾をあらかじめ得た場合又は発注者の指示があった場合は、この限りでない。  

（持ち出しの禁止） 

第８ 受注者は、この契約に係る事務を処理するに当たって、作業場所から個人情報を持

ち出してはならない。ただし、業務上、やむを得ず、持ち出しするときは、発注者の承

認を得た上で、書面に記録するものとする。  

 



（再委託の禁止）  

第９ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者

にその処理を委託してはならない。ただし、発注者の書面による承諾をあらかじめ得た

場合は、この限りではない。その際は、受注者の責任において、再委託者にこの特記事

項の規定を遵守させなければならない。 

２ 前項の規定は、再委託者が受注者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２

条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

（資料等の返還又は廃棄） 

第１０ 受注者は、個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された

後速やかに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示した

ときは、その指示に従うものとする。  

なお、発注者の指示により、個人情報が記録された資料等を廃棄する場合は、復元不

可能な方法で確実に廃棄処分を行い、その結果を書面により証明しなければならない。  

（報告又は資料の提出） 

第１１ 発注者は、個人情報を保護するために必要な限度において、受注者に対し、個人

情報の管理状況の履行について書面で報告を求めること及び受注者の作業場所への立入

調査ができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に

従わなければならない。 

（事故発生時の報告義務） 

第１２ 受注者は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故が生じた場合に

備え、発注者に対し、速やかに報告できる緊急時の連絡体制を整備しなければならない。

また、事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、

同様とする。   

（１）直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じ、発注者に報告すること。  

（２）当該事故の原因を分析すること。  

（３）発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を実施すること。  

（４）発注者の求めに応じて、当該事故の記録を書面で提出すること。  

（漏えい等が発生した場合の責任） 

第１３ 受注者は、この契約に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事態

が発生した場合において、その責に帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。また、発注者は、必要に応じ、受注者の名

称、所在地及び代表者並びに当該事故の事実を公表できるものとする。 
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